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【第１ 食育推進に関する施策についての基本的な方針】

１．重点事項

２．基本的な取組方針

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 等

○ これらの取組を推進して定着させるために、情報発信の強化や取組の見える化、PDCAサイクルによる

施策の見直し・改善、行動変容に向けた気運の醸成、食育推進体制の整備等の取組を推進
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【はじめに】

○ 食育基本法の制定から20年が経過し、食や農林漁業を取り巻く状況の変化や、食に関する国民の価値観等の多様化が進展。

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大や食料品等の物価高騰等が生じたこと等により、栄養バランスの偏りや食習慣の乱れが見ら
れるとともに、食卓と農業等の生産現場の距離が遠くなる中、生産者と消費者の関係が希薄化。

○ 食や農へ関心や理解を深める観点からも食育は重要であり、多様な関係者等と連携・協働し、食育を国民運動として推進

（１）学校等での食や農に関する
学びの充実

（２）健全な食生活の実現に
向けた「大人の食育」の推進

・特に若い世代において、主食・主菜・副
菜を組み合わせた食事の回数や野菜・
果物摂取量が少ないなど栄養バランス
の偏りや食習慣の乱れ

・官民の幅広い連携・協働の取組等の
行動変容を促す「大人の食育」を推進

・国民の食卓と生産現場の距離が遠く
なる中、「農林漁業体験を経験した国
民（世帯）の割合」が減少

・農林漁業体験機会の提供、生産者と
消費者が直接つながる取組等を強化

・朝食を欠食する子供の割合が増加傾
向にあるなど子供たちの食の乱れが見
られるほか、生産現場の実態を知らな
い子供が増加

・栄養教諭等による食生活の重要性等
に関する指導や「農林漁業教育」を推
進

（３）国民の食卓と生産現場の距離
を縮める取組の拡大
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【第２ 食育の推進の目標に関する事項】

【第３ 食育の総合的な促進に関する事項（具体的な施策）】

【第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】

地方公共団体の食育の取組状況の見える化、PDCAサイクルによる施策の見直し・改善 等

１．家庭における食育の推進：

・地域の実情に応じた家庭教育支援の取組の推進

・成育医療等基本方針に基づく母子保健活動の取組の促進 等

２．学校、保育所等における食育の推進：

・栄養教諭の配置促進、栄養教諭の育成とその資質能力の向上

・学校給食における地場産物等の安定供給等に向けた連携体制の構築
等の促進、食料安全保障等に関する指導の先進事例の創出

・学校における農林漁業体験等の効果や課題等の整理・周知、「農林漁
業教育」に関する先進事例の創出、地域の人材活用等の促進 等

３．地域における食育の推進：

・官民連携食育プラットフォームを活用した「大人の食育」の推進

・健康寿命の延伸につながる食育の推進

・「食育実践優良法人顕彰」の実施

・大学生等を中心に食と健康、食の生産現場に関する多様な学びの機会
の提供 等

４．食育推進運動の展開：

・食育に関する理解醸成や行動変容の促進

・食に関する民間資格を有する者等の食育活動への参加促進 等

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の
活性化等：

・農林漁業体験の実施の支援や消費者の参加促進

・食料の持続的な供給・合理的な費用を考慮した価格形成に向けた理解
醸成等の促進

・環境に配慮した農林水産物等の選択に向けた取組の推進 等

６．食文化の継承のための活動への支援等：

・国民運動として和食に接する機会を拡大する活動の展開 等

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の
提供及び国際交流の推進：

・食品の安全性、栄養等に関する情報提供や食品表示の理解促進

・食育や日本の食文化の海外展開 等
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